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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和3年8月26日(2021.8.26)

【公開番号】特開2020-20959(P2020-20959A)
【公開日】令和2年2月6日(2020.2.6)
【年通号数】公開・登録公報2020-005
【出願番号】特願2018-144377(P2018-144377)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ  15/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   15/00     ５５１　
   Ｇ０３Ｇ   15/08     ２３５　

【手続補正書】
【提出日】令和3年7月14日(2021.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　この場合、感光体と電子写真用部材の当接部に存在するトナーには、比較的大きな電界
が発生する。すると、電子写真用部材側にトナー表面の負電荷が移動し、トナーの電荷量
が不足する。その結果、電荷量の不足したトナーが感光体の背景部に転写され、かぶりが
発生する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　次に、上記画像形成装置（クリーニング部材を軽圧で当接させた画像形成装置）をさら
に低トルク化させるために、トナー供給ローラの侵入量を小さくした際のかぶりの発生に
ついて説明する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　次に、第２領域の露出率がトナーへの帯電付与性及び、トナー搬送性に与える効果につ
いて説明する。本発明者らの検討によれば、トナーへの帯電付与は、絶縁性の第１領域で
はなく、導電性の第２領域の寄与が大きいことが明らかとなった。すなわち、第２領域の
露出率が３０％以上であると、トナーへの適切な帯電付与能を有する現像ローラが得られ
る。露出率は、好ましくは４０％以上、より好ましくは５０％以上である。また、トナー
搬送力は絶縁性領域と導電性領域との間に生じるグラディエント力により生じるため、露
出率が８０％以下であると、適度に絶縁性領域を有するため、トナー搬送力に優れる現像
ローラが得られる。この場合の露出率は、好ましくは７０％以下、より好ましくは６０％



(2) JP 2020-20959 A5 2021.8.26

以下である。したがって、第２領域の面積の総和は、該正方形領域の面積に対して、３０
％以上８０％以下であり、好ましくは、４０％以上７０％以下、より好ましくは、５０％
以上６０％以下である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　また、前記線分ＬＳのうち、長さが０μｍを超え、１２５μｍ以下である線分ＬＳの本
数の、該線分ＬＳの総本数に対する割合が、８０％以上であると、かぶりの抑制の観点で
、好ましい。当該割合は、より好ましくは９０％以上、さらに好ましくは９５％以上であ
る。この理由は、（導電性の）露出部の周方向の幅が短くなるため、感光体／現像ローラ
当接部におけるトナーの転動がさらに抑制され、トナー電荷の移動を抑制できるためであ
る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
［絶縁性の第１領域］
　前記第１領域の面積の相加平均値が、１０００００μｍ２以上であると、かぶりをさら
に抑制できる点で好ましく、より好ましくは２０００００μｍ２以上、さらに好ましくは
３０００００μｍ２以上である。この理由は、第１領域の面積が大きいほど、第２領域に
おけるトナーの転動を抑制し、トナーのトリボ電荷の移動を抑え、かぶりを良化させるこ
とができるためである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　また、温度２３℃、相対湿度５０％の環境下で走査型プローブ顕微鏡を用いて測定され
る前記第１領域および前記第２領域の表面電位を各々Ｖ１およびＶ２とする。このとき、
Ｖ１が、－０．７０～－０．５０Ｖの範囲内であり、Ｖ２が、０．００～＋０．５０Ｖの
範囲内であると、高温高湿度環境下における画像濃度と、低温低湿度環境下における画像
の諧調性が適正となる点で、好ましい。より好ましくはＶ１が－０．６５～－０．５５Ｖ
、Ｖ２が０．２０～０．４０Ｖである。この理由は、上記表面電位の範囲であると、電子
写真用部材が有するグラディエント力が十分に働き、トナー搬送力が向上するとともに、
電子写真用部材の過剰な帯電を抑制できるためである。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０６】
＜第１領域形成用塗料の調製＞
〔第１領域形成用塗料Ｎｏ．Ｚ－１の調製〕
　次に、表４に示す第１領域用樹脂及び配合量にてメチルエチルケトン（ＭＥＫ）１００
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質量部と混合して、第１領域形成用の塗料Ｎｏ．Ｚ－１を得た。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
〔第１領域形成用塗料Ｎｏ．Ｚ－２～Ｚ－１０の調製〕
　下記表４に示す第１領域用樹脂、配合量にした以外は、塗料Ｎｏ．Ｚ－１と同様にして
、第１領域形成用塗料Ｎｏ．Ｚ－２～Ｚ－１０を調製した。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
【表４】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１６】
　表６に示す材料及び配合比でボールミルで５時間攪拌分散し、導電層、第１領域同時形
成用の塗料Ｈ－１を調製した。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
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【表６】

【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
〔現像ローラ１１の作製〕
　塗工液に用いる材料の配合量を表６に記載の通り変更した以外は、上記現像ローラ１０
の場合と同様にして、塗料Ｈ－２を調製した。その後、塗料をＨ－２に変更した以外は、
現像ローラ１０の場合と同様にして、現像ローラ１１を作製した。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】
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